
別表
認定長期優良住宅建築証明書


	証明申請者
	住所
	

	
	氏名
	

	家屋番号及び所在地
	

	建築工事終了日
	　　年　　月　　日

	家屋調査日
	年　　月　　日

	長期優良住宅建築等
計画の認定主体
	

	長期優良住宅建築等
計画の認定番号
	
第　　　　　　号

	長期優良住宅建築等
計画の認定年月日
	
　　年　　月　　日



工事が完了した建築物に係る上記の家屋について上記の認定長期優良住宅建築等計画に基づき
建築された家屋であることを証明します。

年　　月　　日　　

	証明を行った建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関
	氏名又は名称
	　

	
	一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
	
	登録番号
	

	
	
	
	登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)
	

	
	指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関の場合
	住所
	

	
	
	指定・登録年月日及び指定・登録番号
	

	
	
	指定をした者(指定確認検査機関の場合)
	

	建築士が証明を行った場合の当該建築士の属する建築士事務所
	名称
	

	
	所在地
	

	
	一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
	

	
	登録年月日及び登録番号
	



	指定確認検査機関が証明を行った場合の調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者
	氏名
	

	
	建築士の場合
	一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
	
	登録番号
	

	
	
	
	
	登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)
	

	
	建築基準適合判定資格者の場合
	一級建築基準適合判定資格者又は二級建築基準適合判定資格者の別
	
	登録番号
	

	
	
	
	
	登録を受けた地方整備局等名
	

	登録住宅性能評価機関が証明を行った場合の調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者
	氏名
	

	
	建築士の場合
	一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
	
	登録番号
	

	
	
	
	
	登録を受けた都道府県名(二級建築士又は木造建築士の場合)
	

	
	建築基準適合判定資格者の場合
	一級建築基準適合判定資格者又は二級建築基準適合判定資格者の別
	
	登録番号
	

	
	
	
	
	登録を受けた地方整備局等名
	


　（用紙　日本産業規格　Ａ４）

















備考 
１　「証明申請者」の「住所」及び「氏名」の欄には、この証明書の交付を受けようとする者の住所及び氏名をこの証明書を作成する日の現況により記載すること。
２　「家屋番号及び所在地」の欄には、当該家屋の登記簿に記載された家屋番号及び所在地を記載すること。
３　「建築工事終了日」の欄には、当該家屋の建築工事が終了した年月日を記載すること。
４　「家屋調査日」の欄には、証明のための当該家屋の調査が終了した年月日を記載すること。
５　「長期優良住宅建築等計画の認定番号」の欄には、当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（平成２１年国土交通省令第３号）第２号様式（長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条第１項の認定があった場合には、第４号様式。６において同じ。）に記載された認定番号を記載すること。 
６　「長期優良住宅建築等計画の認定年月日」の欄には、当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第２号様式に記載された認定年月日を記載すること。
７　「証明を行った建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関」の欄には、当該家屋が認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋であることにつき証明を行った建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関について、次により記載すること。 
(1)　「氏名又は名称」の欄には、建築士が証明した場合には建築士法第５条の２の規定により届出を行った氏名を、指定確認検査機関が証明した場合には建築基準法第７７条の１８第１項の規定により指定を受けた名称（指定を受けた後に同法第７７条の２１第２項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称）を、登録住宅性能評価機関が証明した場合には住宅の品質確保の促進等に関する法律第７条第１項の規定により登録を受けた名称（登録を受けた後に同法第１０条第２項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った名称）を記載するものとする。
(2)　「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、証明を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が証明することのできる家屋は、建築士法第３条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が証明することのできる家屋は、同法第３条及び第３条の２に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。 
(3)　「登録番号」の欄には、証明を行った建築士について建築士法第５条の２の規定による届出に係る登録番号を記載するものとする。 
(4)　「登録を受けた都道府県名（二級建築士又は木造建築士の場合）」の欄には、証明を行った建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、建築士法第５条第１項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。 
(5)　「指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関の場合」の「住所」、「指定・登録年月日及び指定・登録番号」及び「指定をした者（指定確認検査機関の場合）」の欄には、指定確認検査機関が証明した場合には建築基準法第７７条の１８第１項の規定により指定を受けた住所（指定を受けた後に同法第７７条の２１第２項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った住所）、指定を受けた年月日、指定番号及び指定をした者を、登録住宅性能評価機関が証明した場合には住宅の品質確保の促進等に関する法律第７条第１項の規定により登録を受けた住所（登録を受けた後に同法第１０条第２項の規定により変更の届出を行った場合は、当該変更の届出を行った住所）、年月日及び登録番号を記載するものとする。 
８　「建築士が証明を行った場合の当該建築士の属する建築士事務所」の「名称」、「所在地」、「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」及び「登録年月日及び登録番号」の欄には、建築士法第２３条の３第１項に規定する登録簿に記載された建築士事務所の名称及び所在地、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに登録年月日及び登録番号を記載すること。 
９　「指定確認検査機関が証明を行った場合の調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該家屋が認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。 
(1)　「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第５条の２の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には建築基準法第７７条の５８又は第７７条の６０の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。 
(2)　「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が証明することのできる家屋は、建築士法第３条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が証明することのできる家屋は、同法第３条及び第３条の２に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
(3)　「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名（二級建築士又は木造建築士の場合）」の欄には、建築士法第５条の２の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第５条第１項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。 
(4)　「建築基準適合判定資格者の場合」の「一級建築基準適合判定資格者又は二級建築基準適合判定資格者の別」の欄には、調査を行った建築基準適合判定資格者の登録の別に応じ、「一級建築基準適合判定資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。ただし、調査を行った者が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和５年法律第５８号）第７条の規定による改正前の建築基準法（以下「旧建築基準法」という。）第７７条の５８第１項の登録を受けている者（建築基準適合判定資格者）である場合は、当該欄に「一級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。なお、二級建築基準適合判定資格者が調査することのできる家屋は、建築士法第３条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。 
(5)　「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第７７条の５８又は第７７条の６０の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。 
１０　「登録住宅性能評価機関が証明を行った場合の調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者」の欄には、当該家屋が認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋であることにつき調査を行った建築士又は建築基準適合判定資格者について、次により記載すること。 
(1)　「氏名」の欄には、建築士である場合には建築士法第５条の２の規定により届出を行った氏名を、建築基準適合判定資格者である場合には、建築基準法第７７条の５８又は第７７条の６０の規定により登録を受けた氏名を記載するものとする。 
(2)　「建築士の場合」の「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別」の欄には、調査を行った建築士の免許の別に応じ、「一級建築士」、「二級建築士」又は「木造建築士」と記載するものとする。なお、二級建築士が調査することのできる家屋は、建築士法第３条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとし、木造建築士が調査することのできる家屋は、同法第３条及び第３条の２に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。 
(3)　「建築士の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた都道府県名（二級建築士又は木造建築士の場合）」の欄には、建築士法第５条の２の規定により届出を行った登録番号及び当該建築士が二級建築士又は木造建築士である場合には、同法第５条第１項の規定により登録を受けた都道府県名を記載するものとする。 
(4)　「建築基準適合判定資格者の場合」の「一級建築基準適合判定資格者又は二級建築基準適合判定資格者の別」の欄には、調査を行った建築基準適合判定資格者の登録の別に応じ、「一級建築基準適合判定資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。ただし、調査を行った者が旧建築基準法第７７条の５８第１項の登録を受けている者（建築基準 適合判定資格者）である場合は、当該欄に「一級建築基準適合判定資格者」と記載するものとする。なお、二級建築基準適合判定資格者が調査することのできる家屋は、建築士法第３条に規定する建築物以外の建築物に該当するものとする。
(5)　「建築基準適合判定資格者の場合」の「登録番号」及び「登録を受けた地方整備局等名」の欄には、建築基準法第７７条の５８又は第７７条の６０の規定により登録を受けた登録番号及び地方整備局等の名称を記載するものとする。
